
令和８年度旅館業事業継続計画策定支援事業等委託業務（津波等防災対策セミナー実施委託業務）
公募型プロポーザル審査要領

　令和８年度旅館業事業継続計画策定支援事業等委託業務（津波等防災対策セミナー実施委託業務）の公募型プロポーザルの審査に関する事項を次に定めます。

１　審査の対象となる事業者
審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行います。
（１）別途定める「令和８年度旅館業事業継続計画策定支援事業等委託業務（津波等防災対策セミナー実施委託業務）公募型プロポーザル募集要領」（以下、「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加者
（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者
（３）令和８年度旅館業事業継続計画策定支援事業等委託業務（津波等防災対策セミナー実施委託業務）公募型プロポーザルに関する企画提案書作成要領により、適正に書類を作成した参加者

２　審査の項目及び点数
　　総合点数は100点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおりです。
（１）提案に対する評価
　　ア　受講者の募集及び広報（　30点　）
　　イ　講師の選定　　　　　（　15点　）
　　ウ　セミナー内容　　　　（　25点　）
（２）実績・業務実施に必要な能力
ア　事業遂行能力　　　　（　10点　）
　　イ　スケジュール　　　　（　10点　）
　　ウ　経費見積　　　　　　（　10点　）

３　審査委員会
　　参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査会を開催します。
（１）日時及び場所
ア　日時：令和８年7月13日（月）または、14日（火）10:00～16:00（予定）　
イ　場所：高知県立公文書館　3階（高知県高知市丸ノ内１丁目１−１０）（予定）
（２）プレゼンテーション
ア　プレゼンテーションの時間は、1者30分以内とします。順番は別途お知らせします。
イ　参加者ごとにプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間（20分以内）を設けます。

４　審査の方法
（１）審査委員会では、参加者から提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーションに対する審査を行います。
（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別途定める「審査基準」に基づいて審査を行います。
（３）全ての参加者の審査が終了し、各審査委員の審査結果を集計後、候補者と次点者を決定します。
　　　なお、最低基準点は各審査委員の平均で60点とし、審査の結果、平均点がこれを下回った事業者については選定しないこととします。（参加者が１事業者のみであっても、同様とします。）
（４）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から順に候補者と次点者を選定します。
（５）欠席する審査員は、あらかじめ、評価表を事務局に提出するものとします。なお、提出された評価表は、審査委員会当日の審査結果の集計時に合算します。
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